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JSSCR災害対策委員会の取り組み

災害支援

日本創傷・オストミー・失禁管理学会（JWOCM）日本オストミー協会（JOA）
ストーマ用品セーフティーネット連絡会（OAS） 日本ストーマ連絡協議会

OASと連携しストーマ装具無料提供

地域メディアへ情報発信依頼

災害対策

災害対策の啓発活動

災害対策連絡網による情報収集と支援体制の整備

行政への働きかけ

共助



ストーマ保有者の災害支援

日本ストーマ連絡協議会

日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会(JSSCR)

日本創傷・オストミー・失禁管理学会(JWOCM)

日本オストミー協会(JOA)                      

ストーマ用品セーフティーネット連絡会(OAS)

災害発生

被災地の情報収集
●災害救助法適用地域の状況
●販売店や病院施設の状況

販売店からストーマ保有者へ
個別対応は可能か？

販売店で対応困難な場合
●JSSCRとOASが連携し被災地へ
支援物資の搬送を検討

被災地の情報共有や支援方法を協議



災害発生時等の緊急時に、
困っているストーマ保有者のために、
ストーマ用品の確保、無料提供を行っている

アルケア株式会社 
イーキンジャパン株式会社 
コロプラスト株式会社 
コンバテック ジャパン株式会社 
ソルブ株式会社 
株式会社ホリスター(ホリスター・ダンサック)

2025年1月1日現在

※日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会HPから
ダウンロード可能です

ストーマ用品セーフティーネット連絡会（OAS）



災害発生から約１カ月間のストーマ用品無料提供i 

⚫ 対象者は災害救助法適用の市町村内被災ストーマ保有者

家屋の倒壊等でストーマ用品の持出しや入手が困難

入手が困難な避難所や病院等の施設等

⚫ 受け取り方法は原則被災地内のストーマ用品取扱店から

⚫ 費用はストーマ用品セーフティーネット連絡会（OAS）が負担

  能登半島地震では300万円以上を支援

現在のストーマ装具支援～個別対応が可能な災害～



現在のストーマ装具支援の問題点

⚫ OASの無償提供支援に頼っていいのか

  OASだけでなく行政からの金銭的な支援が必要ではないか

⚫ 販売店が個別対応できない大災害で緊急支援物資の汎用装具が
必要になったとき、被災地への配送、被災されたストーマ保有者
への供給体制の整備がされていない

  行政によるストーマ装具の準備、配送等の支援が必要ではないか



自治体によるストーマ装具の備蓄

⚫ ストーマ装具の購入備蓄
  「自治体が準備した汎用装具を役所施設や避難所などに備蓄」

⚫ 個人使用装具の個別保管のための公共施設の提供
  「個人のストーマ装具を預かり保管」

⚫ ストーマ装具等の調達体制の構築
  「自治体が販売店と協定を結びストーマ装具を供給」

公助



ストーマ装具の購入備蓄 ～千葉県船橋市の例～

船橋市ホームページ
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/shougaisha/012/p076766.html



個人装具の預かり保管 ～福島県福島市の例～

福島市公式ホームページ
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/9/1043/1/5036.html



ストーマ装具等の調達体制の構築 ～滋賀県草津市の例～

草津市ホームページ 健康・福祉
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/fukushikenko/shogaisha/oshirase/saigaijisutomakyoute.html

災害時の物資供給フロー



地方自治体の災害時ストーマ装具支援
それぞれの問題点

ストーマ装具の購入備蓄

個人使用装具の個別保管のための施設の提供（預かり備蓄）

ストーマ装具等の調達、供給体制の構築

⚫ 購入にかかる予算が必要となる ● 数年ごとに新しいものと交換する必要がある
⚫ 備蓄したものをどのように運用するのか決めておく必要がある

⚫ ストーマ保有者に預かり事業をしていくことを周知する必要がある
⚫ 定期的にストーマ保有者が新しいものと交換する必要がある
⚫ 災害時に取りに行ける場所に保管施設がある利点、しかし利用者が少なく中止されたケースも

● 自治体に販売店と協定を結んでもらうための働きかけが必要である

市区町村の数も多く
なかなか進まない現状



ストーマ装具の調達体制の構築

「市区町村」「ストーマ装具販売店」ではなく、医療機器販売業協会とも連携した方がスムーズ
ではないかという意見が災害対策地域代表者会議でだされ全国調査を実施した

①各県でどの部署が担当しているか ②ストーマ装具が品目に入っているか

③医療機器販売業協会の窓口はどこか

災害時の医療機器販売業協会の役割
いつ・いかなる時も、必要な物を、必要としている人たちに安定供給するという社会的使命を成し遂げる

大規模災害時の医療機器の供給体制を整えている
「都道府県と災害時供給協定書を締結している都道府県協会は、都道府県と調整のうえ
「災害時における医療機器等の調達業務に関する協定実施細目」を締結し、定期的にそ
の内容を確認し、必要に応じて都道府県と協議のうえ改正する」と大規模災害時の対
応マニュアルで明示されている



災害対策委員会都道府県代表による全国調査

【調査期間】 2025年5月12日～7月20日

【調査方法】 JSSCR災害対策都道府県代表が都道府県の職員または医療機器販売業協会員の

担当者に聞き取り調査をする

【結 果】 47都道府県のうち回答は39県

1. 都道府県と災害時における医療機器等の調達業務に関する協定のなかで、
ストーマ装具を品目に含めている １６県

2. 担当部署 「 薬務課」が多く、その次に「福祉課」
※協定は締結しているがストーマ装具が品目に入っていないと報告された県でも、
担当の多くは薬務課

3. 都道府県以外に市区町村で医療機器販売業協会と協定を締結している報告もあった



２０．都道府県との災害時供給協定書標準様式について
協定書標準様式－１

災害時における医療機器等の調達業務に関する協定書

○○○を「甲」とし、○○○医療機器販売業協会を「乙」とし、甲乙
間において、次のとおり協定を締結する。

（総則）
第１条 この協定は、○○○地方防災計画に基づき、甲が
行なう災害時における医療機器等の調達業務に対する乙
の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。

（要請）
第２条 甲は、災害時における医療機器等の確保を図るた
め、医療機器等を調達する必要が生じたときは、乙に対
し、協力を要請するものとする。

医療機器等の調達に関する協定書

○○県（以下、「甲」という。）と○○県医療機器販売
業協会（以下、「乙」という。）とは、災害救助等に必
要な物資（以下、「物資」という。）の確保を図るため、
次のとおり協定を締結する。

（要請）
第１条 甲は、次に掲げる場合において、物資を調達する
必要があると認めるときは、乙に対し、その保有する物
資の供給を要請することができるものとする。
（1）県内に災害が発生し、又は発生するおそれがあると
き。
（2）県外の災害救助のため、国又は他の都道府県から、
物資の調達の斡旋を要請されたとき。
（3）その他知事が特に必要と認めるとき。

（物資の範囲）
第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、乙が保有する物
資で、次に掲げるものとする。
（1）カテーテル、注射器、ダイアライザー等の医療機器
（2）その他、甲が必要とし乙が了解した物資

医療機器販売業協会ホームページ

・大規模災害時の対応マニュアル、都道府県
との災害時供給協定書の様式についてが掲載
されている．
・DMATの標準医療資機材を参考資料として
掲載しているが、そのほかの品目（物資の範
囲）についての資料はなし．品目内容から薬務課が担当、しかしストーマ装具は福祉課

薬務課に働きかけ
そして

福祉課に助言を要請することを考慮



今回の調査で分かったこと

⚫ ほとんどの県で災害時の医療機器等の調達に関わる協定は締結されている。

⚫ 医療機器販売業協会との協定に関する窓口は県にもよるが「薬務課」が多い。

しかし、ストーマ装具に関する知識がない。

⚫ 供給体制は決めているが品目は定めていない県がある。

⚫ 行政がストーマ装具を品目に入れることを認め、医療機器販売業協会が担当する販売店

を決定し、災害時に備えた在庫数の確保等の対策をしている県も数件ある。

⚫ 市町村の調査報告では、「ストーマ装具が雑貨扱い」のため「日本福祉用具供給協会」と協

定を締結しているところがあった。ストーマ装具は、医療機器販売業協会である販売店に

よって供給されていることが多いため、福祉用具供給協会で運用が可能か確認していく

必要がある。

医療機器販売業協会支部の窓口がストーマ装具販売店でない場合には緊急対応は難しい

品目選定には医療機器販売業協会も関わっている



まとめ
～災害時ストーマ装具供給体制の整備のために～

⚫ 今回の調査により、県と医療機器販売業協会の供給協定が締結されていることを初めて

知った地域もある

⚫ 協定が締結されている県では、活用すれば地域の災害支援対策がスムーズとなるが、

実際の運用方法が決められていなければ、災害時に活用することは難しい

⚫ 災害時ストーマ装具の供給体制を整備するためには、ストーマ保有者が災害時に頼る

医療者、販売店と医療機器販売業協会、行政の話し合いが必要である

⚫ 協定が締結されていない県では、担当部署、医療機器販売業協会にストーマ装具を品目

と認め、協定の定期見直しの際に追加するように働きかけていく



JSSCR事務局にて
無料配布開始

自助のために！
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